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　　　目　　次　　　
告　示
○道路の区域の変更（５０１・道路保全課）………………………………………………１
公　告
○公共測量の実施（土木管理課）……………………………………………………………１
教育委員会告示
○教育職員免許状の失効（１１・教職員課）………………………………………………２
公安委員会告示
○乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車または駐車の
合意（１２４、１２５・交通規制課）……………………………………………………２

福井県告示第５０１号
　一般国道４１６号の下記区間において、道路改良工事に伴い、道路の区域を変更したの
で、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり公示
する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和６年１２
月１７日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和６年１２月１７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
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告 　 示

公 　 告
　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により、令和６年１１月１５日に福井県土木部三国土木事務所より公共測量の実施に
ついての通知があったので、同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定に
より、次のとおり公示する。
　　令和６年１２月１７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　測量計画機関の名称
　　福井県土木部三国土木事務所
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２　作業の種類
　　公共測量（航空レーザ測量）
３　作業の期間
　　令和６年１１月１５日から令和７年３月１４日まで
４　作業の地域
　　福井県あわら市

福井県教育委員会告示第１１号
　教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第１０条第１項の規定により、次の免許
状は効力を失ったので、教育職員免許に関する規則（昭和３０年福井県教育委員会規則第
３号）第４３条の規定により公告する。
　　令和６年１２月１７日
　　　　　　福井県教育委員会
１　失効した免許状

氏　名 見附　史教 本籍地 福井県
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小学校教諭一級普通免許状（昭６１小１普第０１３４号）
　授与年月日　昭和６２年３月２０日
　授与権者　　福井県教育委員会
中学校教諭一級普通免許状（理科）昭６１中１普第０１３２号）
　授与年月日　昭和６２年３月２０日
　授与権者　　福井県教育委員会
高等学校教諭二級普通免許状（理科）（昭６１高２普第０１４１号）
　授与年月日　昭和６２年３月２０日
　授与権者　　福井県教育委員会

失効年月日 令和６年１１月２２日

２　失効の理由
　　教育職員免許法第１０条第１項第１号該当

　　令和６年１２月１７日
　　　　　　福井県公安委員会委員長　禿　了修
１　合意した者
　⑴　京福バス株式会社
　⑵　福井県公安委員会
　⑶　福井県福井市
　⑷　国土交通省中部運輸局
　⑸　光タクシー有限会社
　⑹　福井交通株式会社
２　旅客の運送の用に供する自動車が停車または駐車をする乗合自動車の停留所の名称
バス停留所一覧表

停留所名称 停留所所在地
道守高校 福井市東下野町５０－１８
ハイツ中央 福井市グリーンハイツ４丁目１４６
清水台保育園 福井市グリーンハイツ１丁目１２８
上天下 福井市上天下町１７－２
出村 福井市大森町７０－３
出村第２ 福井市大森町７１－１－１１
清水診療所 福井市大森町３７－１１－４
大森 福井市大森町３１－１５
滝波口 福井市滝波町３８－１
本折 福井市本折町２－６０
清水畑 福井市清水畑町３３－１８
大味 福井市大味町３８－９
茱崎入口 福井市茱崎町３１－６－３
茱崎 福井市茱崎町１２－３０
蒲生 福井市蒲生町１－７５
蒲生第２ 福井市蒲生町２－５
蒲生第３ 福井市蒲生町１２－１２

３　２に停車または駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲
　 　２に停車または駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に
掲げる運行事業者が、同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業
の用に供する自動車とする。
運行事業者 事業形態 事業名

光タクシー有限会社 一般乗合旅客
自動車運送事業 茱崎線代替交通

４ 　２における３に掲げる自動車の停車または駐車が、道路または交通の状況により支障

教育委員会告示

公安委員会告示
福井県公安委員会告示第１２４号
　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定により、福井県
福井市内の乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車または駐車
に関して合意したので、次のとおり公示する。
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がないものとなるようにするため必要と認める事項
　⑴ 　「バス停留所一覧表」に記載の停留所を使用している一般乗合旅客自動車と運行時
間についての調整

　⑵　運行時間内に限った同停留所における停車または駐車
　 　

福井県公安委員会告示第１２５号
　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定により、福井県
福井市内の乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車または駐車
に関して合意したので、次のとおり公示する。
　　令和６年１２月１７日
　　　　　　福井県公安委員会委員長　禿　了修
１　合意した者
　⑴　京福バス株式会社
　⑵　福井県公安委員会
　⑶　福井県福井市
　⑷　国土交通省中部運輸局
　⑸　福井交通株式会社
　⑹　光タクシー有限会社
２　旅客の運送の用に供する自動車が停車または駐車をする乗合自動車の停留所の名称
バス停留所一覧表
停留所名称 停留所所在地

清水プラント３ 福井市三留町２１－４
風巻 福井市風巻町１８－３
福祉センター前 福井市小羽町５－４
上天下 福井市上天下町１７－２
出村 福井市大森町７０－３
出村第２ 福井市大森町７１－１－１１
清水診療所 福井市大森町３７－１１－４
大森 福井市大森町３１－１５
３　２に停車または駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲
　 　２に停車または駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に
掲げる運行事業者が、同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業
の用に供する自動車とする。
運行事業者 事業形態 事業名

福井交通株式会社
一般乗合旅客
自動車運送事業

清水織田線代替
交通

４ 　２における３に掲げる自動車の停車または駐車が、道路または交通の状況により支障

がないものとなるようにするため必要と認める事項
　⑴ 　「バス停留所一覧表」に記載の停留所を使用している一般乗合旅客自動車と運行時
間についての調整

　⑵　運行時間内に限った同停留所における停車または駐車
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